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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの合成樹脂製シートの間にマスクパックが配設され、前記２枚の合成樹脂製シート
の周縁部を接着することで、前記マスクパックの収容されるマスクパック収容部が形成さ
れるマスクパック包装部材であって、
　前記マスクパック収容部の少なくとも一部の領域に形成される、補助添加物質及び局所
的部位に付着されるパッチシートを収容する補助添加物質収容部と、
　前記マスクパック収容部と前記補助添加物質収容部とを隔離遮断する密閉ラインと、
を備え、
　前記密閉ラインは、
　前記補助添加物質収容部に収容される補助添加物質を、前記マスクパック収容部へとガ
イドする補助添加物質案内部と、
　前記補助添加物質案内部に連結された密閉部と、
を備え、
　前記補助添加物質案内部は、前記補助添加物質収容部から前記マスクパック収容部に向
かって突出するように湾曲した湾曲形状を有しており、
　前記密閉部は、湾曲した前記補助添加物質案内部の前記マスクパック収容部側の端部に
設けられることを特徴とするマスクパック包装部材。
【請求項２】
　前記補助添加物質収容部は、前記マスクパック収容部の周囲の少なくとも１ヶ所に形成
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される
ことを特徴とする、請求項１に記載のマスクパック包装部材。
【請求項３】
　前記密閉部の幅は、前記密閉ラインの幅よりも狭く形成される
ことを特徴とする、請求項１に記載のマスクパック包装部材。
【請求項４】
　２つの合成樹脂製シートの間にマスクパックが配設され、前記２枚の合成樹脂製シート
の周縁部を接着することで、前記マスクパックの収容されるマスクパック収容部が形成さ
れるマスクパック包装部材であって、
　前記マスクパック収容部の一側に、前記マスクパック収容部を密閉するように形成され
るジッパーと、
　前記マスクパック収容部の他側に形成され、添加物質及び局所的部位に付着されるパッ
チシートを収容する添加物質収容部と、
　前記マスクパック収容部と前記添加物質収容部とを隔離遮断する密閉ラインと、
　前記マスクパックに添加するための、複数の添加物質が各々包装された包装パックと、
を備え、
　前記密閉ラインは、
　前記添加物質収容部に収容される添加物質を、前記マスクパック収容部へとガイドする
補助添加物質案内部と、
　前記補助添加物質案内部に連結された密閉部と、
を備え、
　前記補助添加物質案内部は、前記添加物質収容部から前記マスクパック収容部に向かっ
て突出するように湾曲した湾曲形状を有しており、
　前記密閉部は、湾曲した前記補助添加物質案内部の前記マスクパック収容部側の端部に
設けられ、
　前記マスクパックは、添加物質が添加されていない状態で包装される
ことを特徴とするマスクパック包装部材。
【請求項５】
　前記包装パックは、それぞれが分離した状態で構成される分離型包装パックである
ことを特徴とする、請求項４に記載のマスクパック包装部材。
【請求項６】
　前記包装パックは、使用順序に従って順次連結した状態で構成される連結型包装パック
である
ことを特徴とする、請求項４に記載のマスクパック包装部材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、老化や環境汚染などの各種原因によって、顔、首、手、足等の人間の身体に
現れるシワやシミ、皮膚の荒れ、クスミなどの現象を人為的に防止又は改善するために、
一定時間皮膚に密着させることで、顔や身体全般の皮膚を保湿し、栄養を供給することが
できるマスクパックを包装するマスクパック包装部材に関する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、特に顔の皮膚美容に関心が高まっており、皮膚美容に効果があることが知られて
いる保湿剤、各種ビタミン、各種抽出物、コラーゲン、又はコエンザイムキューテン（Ｑ
１０）などの添加物質を混合した多様な種類のマスクパックが知られている。
【０００３】
　図１は、従来よく知られているマスクパックの包装構造を示す構成図である。マスクパ
ック包装部材１は、合成樹脂製シート１０及び１０’と、合成樹脂製シート１０及び１０
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’の周縁部を接着して形成されたマスクパック収容部２０とを備える。更に、マスクパッ
ク収容部２０には、保湿剤や、皮膚美容に効果がある多様な液状添加物質が含有された不
織布シートやゲル状態のシートで構成されるマスクパック３０が収容される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】韓国登録特許第１０－０９７４４１０号広報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような構造を有する従来のマスクパック包装部材では、ある限られた添加物質のみ
を含むマスクパックが包装されている。マスクパックに含まれている添加物質が限られて
いるため、多様な皮膚美容の効果が期待できないという問題があった。
【０００６】
　その理由は、皮膚美容に効果がある多様な添加物質を、製造段階で前もって混合させ、
長時間密封包装状態で保管すると、各添加物質の異質性のために腐敗や酸化、又は成分変
化などの問題が生じる場合が多いためである。従来のマスクパック包装部材では、これを
防止するために、限られたいくつかの物質だけをマスクパックに混合させて密封している
。
【０００７】
　従って、美容効果が高いエッセンスオイルや各種の抽出物、及び液状ビタミンなどの物
質を同時に使用したい場合には、それぞれの物質を別途に用意する必要があった。
【０００８】
　また、顔の特定の部位に局所的にシワやシミなどが生じた場合には、機能上特殊に製造
された所定のサイズを有するパッチシートを別途用意して、該当部分に使用し、その上か
らマスクパックを被せて使用する必要があった。
【０００９】
　また、例えば、所定の使用プログラムに従って、日替わりで異なる添加物質が添加され
たマスクパックを使用したいときには、使用したい添加物質に対応した異なる種類のマス
クパック包装部材を用意する必要があった。
【００１０】
　このように、従来のマスクパック包装部材では、マスクパックに事前に含まれていない
物質を別途複数準備したり、または別途に包装されたパッチシートを準備したりする必要
があった。また、異なる添加物質が添加されたマスクパックを使用したい場合には、それ
ぞれの添加物質に対応した異なるマスクパックを用意しなければならないという不便があ
った。
【００１１】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、マスクパックに添加する多様な添加物質を簡便に携帯、使用することが可能な、新規
かつ改良されたマスクパック包装部材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、２つの合成樹脂製シートの間
にマスクパックが配設され、前記２枚の合成樹脂製シートの周縁部を接着することで、前
記マスクパックの収容されるマスクパック収容部が形成されるマスクパック包装部材であ
って、前記マスクパック収容部の少なくとも一部の領域に形成される、補助添加物質を収
容する補助添加物質収容部と、前記マスクパック収容部と前記補助添加物質収容部とを隔
離遮断する密閉ラインと、を備えることを特徴とするマスクパック包装部材が提供される
。
【００１３】
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　また、前記補助添加物質収容部は、前記マスクパック収容部の周囲の少なくとも１ヶ所
に形成されてもよい。
【００１４】
　また、前記密閉ラインは、前記補助添加物質収容部に収容される補助添加物質を、前記
マスクパック収容部へとガイドする補助添加物質案内部と、前記補助添加物質案内部に連
結された密閉部と、を備えてもよい。
【００１５】
　また、前記密閉部の幅は、前記密閉ラインの幅よりも狭く形成されてもよい。
【００１６】
　また、前記補助添加物質案内部は、前記補助添加物質収容部から前記マスクパック収容
部に向かって突出するように湾曲した湾曲形状を有しており、前記密閉部は、湾曲した前
記補助添加物質案内部の前記マスクパック収容部側の端部に設けられてもよい。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、２つの合成樹脂製シー
トの間にマスクパックが配設され、前記２枚の合成樹脂製シートの周縁部を接着すること
で、前記マスクパックの収容されるマスクパック収容部が形成されるマスクパック包装部
材であって、前記マスクパック収容部の一側に、前記マスクパック収容部を密閉するよう
に形成されるジッパーと、前記マスクパック収容部の他側に、前記マスクパック収容部か
ら離隔して形成される添加物質収容部と、前記マスクパックに添加するための、複数の添
加物質が各々包装された包装パックと、を備え、前記マスクパックは、添加物質が添加さ
れていない状態で包装されることを特徴とするマスクパック包装部材が提供される。
【００１８】
　また、前記包装パックは、それぞれが分離した状態で構成される分離型包装パックであ
ってもよい。
【００１９】
　また、前記包装パックは、使用順序に従って順次連結した状態で構成される連結型包装
パックであってもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように本発明によれば、一つのマスクパックの包装部材に、マスクパック
と、高い美容効果を有する多様な添加物質と、顔や身体の局所的な部位に選択的に使える
機能的パッチシートとを同時に離隔して収容することにより、マスクパックの携帯や保管
についての利便性を向上させることができる。また、添加物質が添加されてないマスクパ
ックを収容しておくことで、マスクパックを使用する直前に、添加する添加物質を好みに
応じて選択し使用することができる。また、複数の異なる添加物質を同時に保管できるこ
とで、所定の使用プログラムに合わせて、例えば日替わりで添加物質を選択し、使用する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】従来のマスクパック包装部材の構成図である。
【図２】本発明に係るマスクパック包装部材の構成図で、一つの補助添加物質収容部を有
する実施形態を示す平面構成図である。
【図３】図２におけるＡ－Ａ断面を示す縦断面図である。
【図４】本発明に係るマスクパック包装部材の使用状態を示す例示図である。
【図５】本発明に係るマスクパック包装部材の補助添加物質流入部を示す断面図である。
【図６】本発明に係るマスクパック包装部材の補助添加物質収容部にパッチシートが収容
された状態を示す例示図である。
【図７】本発明に係るマスクパック包装部材の構成図で、二つの補助添加物質収容部に液
状補助添加物質とパッチシートとが各々収容された状態を示す例示図である。
【図８】本発明に係るマスクパック包装部材の構成図で、二つの補助添加物質収容部に各
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々異なる液状補助添加物質が収容された状態を示す例示図である。
【図９】本発明に係るマスクパック包装部材の他の構成例として、マスクパック収容部の
４方周囲に補助添加物質収容部が構成された状態を示す例示図である。
【図１０】本発明に係るマスクパック包装部材の他の構成例として、添加物質が添加され
てない無添加マスクパックが収容された状態を示す構造図である。
【図１１】図１０におけるマスクパックに選択して添加できる、各々異なる成分を有する
添加物質（例：ａ、ｂ、ｃ）が個別に分離包装された状態を示す状態図である。
【図１２】図１０におけるマスクパックに、使用プログラムに沿って順次に必要な内容物
を添加できるように、様々な種類の添加物質が連結されて包装された状態を示す状態図で
ある。
【図１３】図１０におけるマスクパックに添加物質を添加する状態を示す例示図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２３】
＜１．第１の実施の形態＞
　まず、図２及び図３を参照して、本発明の第１の実施の形態に係るマスクパック包装部
材の構成について説明する。図２は、本発明の第１の実施の形態に係るマスクパック包装
部材の構成を示す平面図である。また、図３は、図２におけるＡ－Ａでの断面図である。
【００２４】
　図２及び図３を参照すると、本発明の第１の実施の形態に係るマスクパック包装部材１
は、合成樹脂製シート１０及び１０’と、合成樹脂製シート１０及び１０’の周縁部を熱
接合したり、高周波又は超音波などを用いて接着したりして形成されるマスクパック収容
部２０とを備える。また、マスクパック収容部２０には、マスクパック３０が予め収容さ
れる。更に、マスクパック収容部２０の一側には、密閉ライン１００によって遮断、隔離
される補助添加物質収容部２００が形成されている。密閉ライン１００は、例えば、図３
に示すように、合成樹脂製シート１０及び１０’の一部を線状にある幅を持たせて接着す
ることによって形成されてもよい。
【００２５】
　マスクパック収容部２０と補助添加物質収容部２００との間に形成される密閉ライン１
００の一部領域には、マスクパック収容部２０に向かって湾曲し突出する補助添加物質案
内部１１０が形成される。更に、補助添加物質案内部１１０の突出した先端部には密閉部
１２０が備えられる。ここで、密閉部１２０の幅は、密閉ライン１００の幅よりも狭く形
成される。
【００２６】
　補助添加物質収容部２００には、例えば液体状の補助添加物質３００が収容される。補
助添加物質３００と、予めマスクパック収容部２０に収容されている添加物質との混合比
が適正になるように、補助添加物質収容部２００の容積は任意に調節することができる。
【００２７】
　次に、図４及び図５を参照して、本発明の第１の実施の形態に係るマスクパック包装部
材１を使用する際の機能について説明する。図４は、本発明の第１の実施の形態に係るマ
スクパック包装部材１の使用状態を示す例示図である。また、図５は、本発明の第１の実
施の形態に係るマスクパック包装部材１の補助添加物質の流入部を示す断面図である。
【００２８】
　図４及び図５を参照すると、合成樹脂製シート１０及び１０’の周縁部を接着して形成
されるマスクパック収容部２０には、マスクパック３０が、折り畳まれた形態、又は広げ
られた形態で、任意の添加物質と共に収容されている。また、マスクパック収容部２０の
一側に形成される補助添加物質収容部２００には、マスクパック３０には含まれていてい
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ない、補助添加物質３００が収容される。補助添加物質３００は、例えば、高い美容効果
を有するエッセンスオイルや液状ビタミン、又はパウダー等であってもよい。このような
構成を有する本発明に係るマスクパック包装部材１は、マスクパック３０と補助添加物質
３００とが、密閉され互いに隔離された状態で包装されているため、携帯や保管が便利に
なるというメリットがある。
【００２９】
　マスクパック３０を使用する際には、補助添加物質収容部２００を指で押して圧力を加
える。外部からの圧力によって、補助添加物質３００が、密閉ライン１００に形成された
補助添加物質案内部１１０近傍に移動すると共に、補助添加物質案内部１１０の先端に形
成された密閉部１２０に圧力が加えられ、密閉部１２０の接着部位が剥離する。そのため
、補助添加物質収容部２００とマスクパック収容部２０との間に補助添加物質３００の流
入経路（流入部）が形成され、補助添加物質３００がマスクパック収容部２０に流入し、
速やかにマスクパック３０に浸透する。
【００３０】
　このとき、密閉ライン１００に形成された補助添加物質案内部１１０は、マスクパック
収容部２０に向かって斜めに形成され、凹部となっている。そのため、外部からの圧力を
受けた補助添加物質３００が速やかに補助添加物質案内部１１０近傍に移動する。また、
密閉部１２０の接着幅が密閉ライン１００の接着幅よりも狭く形成されているため、密閉
部１２０の接着部位が、外部からの圧力によって容易に剥離する。従って、補助添加物質
収容部２００の内容物がマスクパック収容部２０に速やかに流入される。
【００３１】
　マスクパック３０に補助添加物質３００が完全に浸透するために必要な時間は、約５～
１０秒程度であるため、マスクパック収容部２０に補助添加物質３００を流入した後は、
マスクパック３０をすぐに取り出して使用することができる。
【００３２】
　また、補助添加物質収容部２００には、パッチシート４００を収容することもできる。
そのような実施例を図６に示す。マスクパックの使用者は、補助添加物質収容部２００を
切り取ってパッチシートを取り出した後、パッチシートを顔の局所的部位、例えば小ジワ
やシミなどケアが必要だと思われる部分に付着させた後、その上からマスクパック３０を
被せて使用することができる。上述したように、マスクパック収容部２０と補助添加物質
収容部２００とは、隔離、遮断されているため、パッチシート４００に添加される添加物
質は、マスクパック３０に添加される添加物質とは別途の添加物質であってもよい。また
、図６に示す補助添加物質収容部２００は、図２に示すように、密閉ライン１００によっ
てマスクパック収容部２０と離隔されてもよく、更に、補助添加物質収容部２００とマス
クパック収容部２０との間に、補助添加物質案内部１１０、及び密閉部１２０が設けられ
てもよい。当該実施例の場合には、例えば、補助添加物質収容部２００に外から圧力を加
えて、補助添加物質収容部２００に収容された補助添加物質３００を、密閉部１２０を介
してマスクパック収容部２０に流入させた後に、補助添加物質収容部２００からパッチシ
ートを取り出して使用することができる。
【００３３】
　また、図７及び図８に示すように、補助添加物質収容部２００が２ヶ所に形成されても
よい。図７を参照すれば、補助添加物質収容部２００の一方には補助添加物質３００が収
容され、他方にはパッチシート４００が収容されている。補助添加物質収容部２００に外
部から圧力を加えることで、補助添加物質３００を、密閉部１２０を介してマスクパック
収容部２０に流入させることができる。このような構成を有することで、補助添加物質３
００とパッチシート４００とを併用することができる。
【００３４】
　また、図８に示すように、２ヶ所の補助添加物質収容部２００には、それぞれ異なる補
助添加物質３００が収容されてもよい。その場合、２ヶ所の補助添加物質収容部２００そ
れぞれから、補助添加物質３００をマスクパック収容部２０に流入させ、混合させること
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が可能となる。
【００３５】
　また、図９に示すように、補助添加物質収容部２００が４ヶ所に形成されてもよい。図
９を参照すれば、補助添加物質収容部２００の１ヶ所にはパッチシート４００が収容され
、他の３ヶ所には補助添加物質３００が収容されている。補助添加物質収容部２００に外
部から圧力を加えることで、補助添加物質３００を、密閉部１２０を介してマスクパック
収容部２０に流入させることができる。ここで、図９に示す例では、補助添加物質収容部
２００の１ヶ所にはパッチシート４００が収容され、他の３ヶ所には補助添加物質３００
が収容されているが、本実施例はこれに限定されない。すなわち、４ヶ所の補助添加物質
収容部２００には、それぞれ補助添加物質３００及びパッチシート４００のどちらが収容
されてもよく、マスクパック包装部材１の製造者又は使用者が、使用目的に応じて適宜選
択することが可能である。
【００３６】
　以上、補助添加物質収容部２００が１ヶ所、２ヶ所、及び４ヶ所に形成される実施の形
態について説明してきたが、本発明に係る実施の形態は上記のものに限定されない。補助
添加物質収容部２００は、マスクパック収容部２０の、図２における上下左右から選択さ
れる１ヶ所、当該上下左右から選択される２～４ヶ所、又は当該上下左右に限定されない
多方向に各々形成されてもよい。また、補助添加物質収容部２００が複数存在する場合に
は、マスクパック３０を使用する際に、全ての補助添加物質収容部２００に収容されてい
る補助添加物質３００を、マスクパック収容部２０に流入させる必要はない。複数の補助
添加物質収容部２００に収容されている補助添加物質３００の中から、必要に応じて任意
の種類の補助添加物質３００だけをマスクパック収容部２０に流入させればよい。
【００３７】
＜２．第２の実施の形態＞
　次に、図１０、図１１、及び図１２を参照して、本発明の第２の実施の形態に係るマス
クパック包装部材の構成について説明する。図１０は、本発明の第２の実施の形態に係る
マスクパック包装部材の構成を示す平面図である。また、図１１は、異なる添加物質（例
：ａ、ｂ、ｃ）がそれぞれ個別に分離包装された状態を示す状態図である。また、図１２
は、様々な添加物質が連結されて分離包装された状態を示す状態図である。
【００３８】
　本発明の第２の実施の形態に係るマスクパック包装部材１’は、合成樹脂製シート１０
及び１０’と、合成樹脂製シート１０及び１０’の周縁部を熱接合、高周波又は超音波な
どを用いて接着して形成されるマスクパック収容部２０’とを備える。また、マスクパッ
ク収容部２０’には、添加物質が添加されていない無添加マスクパック３０’が収容され
る。更に、マスクパック収容部２０’の一側にはジッパー４０が形成されている。ジッパ
ー４０を使用することで、マスクパック収容部２０’が開封された後でも再度密閉するこ
とが可能となる。更に、マスクパック収容部２０の他側には、マスクパック収容部２０と
は隔離構成された添加物質収容部２００’が形成される。
【００３９】
　マスクパック包装部材１’には、異なる添加物質が各々包装された包装パックが更に設
けられる。包装パックは、図１１に示すように、それぞれが分離して構成される分離型包
装パック５０であってもよい。また、包装パックは、図１２に示すように、それぞれが連
結して構成される連結型包装パック６０であってもよい。
【００４０】
　次に、図１３を参照して、本発明の第２の実施の形態に係るマスクパック包装部材１’
を使用する際の機能について説明する。図１３は、本発明の第２の実施の形態に係るマス
クパック包装部材１’に添加物質を添加する状態を示す例示図である。
【００４１】
　図１３を参照すれば、マスクパック収容部２０’には、添加物質が添加されておらず、
例えば殺菌、乾燥された無添加マスクパック３０’が密閉包装されている。マスクパック
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収容部２０’の一側には、無添加マスクパック３０’を取り出して使えるように、ジッパ
ー４０が形成されている。また、マスクパック収容部２０’の他側には、添加物質収容部
２００’が形成され、添加物質収容部２００’には、通常最も頻繁に使用される添加物質
が収容される。
【００４２】
　無添加マスクパック３０’を使用する際には、まず、マスクパック包装部材１’から、
添加物質収容部２００’を切り取り分離する。次に、マスクパック包装部材１’の、ジッ
パー４０が形成されている側の、マスクパック収容部２０’から見て外側にあたる部位を
切り取る。次に、密閉されているジッパー４０を開封し、添加物質収容部２００’に収容
されている添加物質を、当該ジッパー４０の開封部から、マスクパック収容部２０’に流
し込む。また、その際、図１１に示す、異なる添加物質（例えば、添加物質ａ、ｂ、ｃ）
が各々個別に包装された分離型包装パック５０から必要な添加物質を選択し、同じくジッ
パー４０の開封部から、マスクパック収容部２０’に流し込んでもよい。マスクパックの
使用者は、無添加マスクパック３０’に添加した添加物質が完全に吸収された後、マスク
パックを取り出して使用する。
【００４３】
　また、分離型包装パック５０の代わりに、図１２に示す、様々な添加物質が連結されて
分離包装された連結型包装パック６０を用いてもよい。連結型包装パック６０を用いるこ
とで、例えば、多様な添加物質を、所定の使用プログラムに沿って順次に使用する際に、
便利でかつ効率的な使用が可能になる。例えば、多様な添加物質を、一週間の曜日毎に順
次に使用する場合、図１２に示すように、添加物質の包装パックに各々使用する予定の曜
日を表示する。使用する際に、所定の曜日に対応する曜日が表示された添加物質の包装パ
ックを一つずつ切り離して使用することで、添加物質の使用順序や使用法を守ることがで
き、マスクパックの効能を最大化させることができる。連結型包装パック６０に表示され
る内容は曜日に限定されず、例えば日付や時間であってもよい。
【００４４】
　また、本発明に係る第２の実施の形態は、上記で説明した第１の実施の形態と同様の構
成、機能を有してもよい。例えば、図１０に示す第２の実施の形態に係るマスクパック包
装部材１’は、マスクパック収容部２０’と添加物質収容部２００’とが第１の実施の形
態における密閉ライン１００によって離隔形成されてもよく、更に、マスクパック収容部
２０’と添加物質収容部２００’との間には、補助添加物質案内部１１０、及び密閉部１
２０が形成されてもよい。当該実施例の場合、添加物質収容部２００’を切り離す必要は
なく、第１の実施の形態において説明した方法と同様に、添加物質収容部２００’に外部
から圧力を加えることで、添加物質収容部２００’に収容された添加物質を、密閉部１２
０を介してマスクパック収容部２０’に流入させることができる。
【００４５】
　以上説明してきたように、本発明に係るマスクパック包装部材は、皮膚美容において効
果的な多様な添加物質を一つの包装部材に分離して、収容、保管することができる。
【００４６】
　１つ目の使用方法としては、マスクパックを使用する直前に、別途の収容室に隔離され
収容されている添加物質をマスクパックの収容室に流入させ、当該流入させた添加物質と
、マスクパックに含まれている既存の添加物質とを混合させた後、マスクパックを取り出
して使用することができる。
【００４７】
　２つ目の使用方法としては、顔をはじめとする身体の皮膚の一部に、選択的、局所的に
使用するパッチシートを別途の収容室に収容しておくことで、マスクパックを使用する際
に当該パッチシートを取り出して同時に使用することができる。
【００４８】
　３つ目の使用方法としては、添加物質が全く含まれてない無添加の状態のマスクパック
を密閉状態で包装し、同じ包装部材にマスクパックの収容室とは別途隔離形成された収容
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室を形成し、当該収容室に通常最も頻繁に使用される添加物質を密閉状態で収容しておく
ことで、マスクパックを使用する際に、当該添加物質が収容された収容室を包装部材から
分離させて、無添加の状態のマスクパックに当該添加物質を添加して使用することができ
る。
【００４９】
　４つ目の使用方法としては、様々な効能を持つ多様な成分の添加物が各々分離包装され
た包装パックを更に設け、使用する添加物質を当該包装パックから選択し、マスクパック
に添加して使用できるようにすることによって、添加物質の処方上要求される日付や時間
に応じた使用順序を守りながら、すなわち、所定の使用プログラムを守りながら、添加物
質を使用することができる。添加物質が包装された包装パックは、使用順序通りに連結し
て構成されてもよい。当該使用方法によって、添加物の選択の幅が広がり、使用できる添
加物質の種類も多様化できるので、美白、シワの緩和など皮膚における美容効能を最大化
することができる。
【００５０】
　本発明に係るマスクパック包装部材には、マスクパックが収容される収容部の周囲に、
マスクパックに予め混合することは困難であるが顔の美容に高い効能を有するエッセンス
オイルや液状ビタミンなどの添加物質を、１つ以上隔離、収容できる密閉収容部が、マス
クパックが収容される収容部とは隔離して設けられる。当該密閉収容部には、補助添加物
質やパッチシートなどを収容することができ、補助添加物質が液状添加物質の場合には、
マスクパックを使用する際に、補助添加物質をマスクパックの収容部に流入させ混合させ
た後にマスクパックを取り出して使用することができる。従って、補助添加物質の効率的
な保管及び携帯が実現される。
【００５１】
　また、本発明に係るマスクパック包装部材には、上記４つ目の使用方法で説明したよう
に、例えば乾燥状態で殺菌処理されたマスクパックが添加物質が添加されていない状態で
包装され、同一の包装部材にマスクパック収容部とは別途隔離された添加物質の収容室が
形成され、当該添加物質の収容室には通常最も頻繁に使用される添加物質が収容される。
マスクパックを使用する際には、当該添加物質をマスクパックに添加したり、または、更
に設けられた各々分離包装された各種の添加物質を皮膚の特性に合わせて選択し、マスク
パックに添加したりして使用することができる。このような構成を取ることで、例えば、
予めマスクパックに添加された各種の添加物質に、酸化や成分の変化などが生じてしまう
問題を解決することができる。また、各々分離包装された各種添加物質の包装パックを、
連結して構成することによって、添加物質の使用プログラムに沿って使用順序を正確に守
ることができる。当該使用方法によって、使用する添加物質の種類が多様化され、添加物
質の選択の幅が広がる。また、マスクパックの保存期間を長くすることができると共に、
使用する上での利便性が向上され、美容効果が極大化される。
【００５２】
　本発明に係るマスクパック包装部材は、マスクパックが密閉収容される一つの包装部材
に、一つ以上の補助添加物質が別途隔離された状態で密閉包装できるようにし、密閉包装
された補助添加物質を、マスクパックの使用時に簡易な方法でマスクパック収容部内に流
入させることができるように構成される。また、補助添加物質の収容部には、必要に応じ
て、マスクパックの効能を補強するパッチシートを密閉収容してもよい。また、マスクパ
ックに添加物質が予め混合された状態で包装された場合の問題点、つまり添加物質に酸化
や成分変化などが生じるという問題点を効果的に解決するために、殺菌、乾燥処理された
マスクパックを無添加状態で密閉包装し、様々な添加物質を分離包装し構成する方法を用
いることができる。また、マスクパックを利用した所定の使用プログラムに沿った化粧品
として使用が可能なように、多様な種類の添加物質がそれぞれ分離包装されたパックを連
結して構成することも可能である。当該方法により、添加物質の選択の幅を広げ、使用上
の利便性を向上させることができる。
【００５３】
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　また、本発明に係るマスクパック包装部材は、マスクパック収容部の一側や他側、四方
向、多方向、又は全方向に、マスクパック収容部を隔離分離する隔離接着ラインを設け、
一つ以上の補助添加物質の収容部を形成し、例えば液状の補助添加物質を収容する。マス
クパック収容部と補助添加物質の収容部との間の隔離接着ラインに圧力が加わると、接着
ラインの接着が剥離し、補助添加物質の収容部に収容されていた補助添加物質が、マスク
パックの収容部に流れ込み、マスクパック収容部に予め収容されていた添加物質と速やか
に混合される。また、補助添加物質の収容部には、パッチシートやパウダー形態を有する
内容物が収容されてもよく、その場合は、補助添加物質の収容部を切り取り、中身を取り
出すことができるように構成される。
【００５４】
　また、添加物質が前もって混合された状態で包装、販売されるマスクパック包装部材が
有する、添加物質の酸化や成分変化などの問題点を解決し、多様な種類の添加物質を自由
に選択し使用できるようにするために、殺菌、乾燥させた無添加状態のマスクパックを包
装してもよい。その場合、各種添加物質が各々包装された包装パックが更に設けられ、当
該包装パックを分離して構成したり、または、所定の使用プログラムに沿って所定の順序
で添加物質を使用する化粧品のような使用方法が可能なように、当該包装パックを使用順
に連結して構成したりすることができる。
【００５５】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００５６】
　１、１’　　マスクパック包装部材
　１０、１０’　　合成樹脂製シート
　２０、２０’　　マスクパック収容部
　３０　　マスクパック
　３０’　　無添加マスクパック
　４０　　ジッパー
　５０　　分離型包装パック
　６０　　連結型包装パック
　１００　　密閉ライン
　１１０　　補助添加物質案内部
　１２０　　密閉部
　２００　　補助添加物質収容部
　２００’　　添加物質収容部
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